
ＳＮＳ等を活用した相談事業
令和２年度予算額（案） ２１０百万円

(前年度予算額：２１０百万円)

【イメージ】ＳＮＳ等を活用した相談

ＳＮＳ等スクリーンショットも
送信可能で、ＳＮＳ
上のトラブル等を
正確かつ容易に伝
えることができる

教育委員会、
総合教育センター
や民間団体等
で受信

（例）自殺をほのめかす等、命に関わる相談の場合の連絡の流れ

臨床心理士や
ＳＮＳ等上の子供の
気持ちがわかる
若者等が対応

教育委員会等
（福祉部局と共同・連携）

安全を確認

学校

緊急の場合

警察、児童相談所等
と連携し対応

＜背景＞
○ いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談体制の拡充は、相談に係る多様な
選択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から喫緊の課題。

○ また、座間市におけるＳＮＳを利用した高校生3人を含む9人の方が殺害された残忍な事件を
受け、ネットを通じて自殺願望を発信する若者が適切な相談相手にアクセスできるよう、これ
までの取組の見直しが求められている。

○ スマートフォンの普及等に伴い、最近の若年層の用いるコミュニケーション手段においては、
ＳＮＳが圧倒的な割合を占めるようになっている。

（参考）
Ｈ30年 [平日1日]コミュニケーション系メディアの平均利用時間（令和元年度版情報通信白書（総務省））

10代：携帯通話3.1分、固定通話0.0分、ネット通話5.1分、ソーシャルメディア利用71.6分、メール利用13.5分

＜事業概要＞①ＳＮＳ等を活用した相談体制の構築に対する支援
②ＳＮＳ等を活用した相談体制の在り方に関する調査研究

○事業形態：①補助事業（補助率：定額） ②委託事業

○実施主体：①原則、都道府県・指定都市
※ 但し、指定都市を除く市区町村は、将来的な都道府県等による広域的な
相談体制の構築に資すると認められる場合に限る。

②民間団体等

○実施箇所：①３０箇所 ②１団体

○事業内容：

・相談対象者 ：原則、児童生徒

・相談受付時間：児童生徒が相談しやすい平日午後5時～午後10時までや、
長期休業明け前後や日曜日など。

・実施内容 ：
①既に相談体制が立ち上げられている地域において、児童生徒が相談しやすいよう
改善を図った相談体制を構築。（既に文部科学省の事業を実施した自治体に限る。）

②相談体制が立ち上げられていない地域においてＳＮＳ等を活用した相談を行いつ
つ、効果的・効率的な相談受付日や受付時間等、適正規模の相談体制の在り方、
相談技法やシステムの確立等の研究を行うとともに、ＳＮＳ等を活用した相談と電話
相談の有機的な連携の仕組みを明らかにする調査研究。

ＳＮＳ等

さらに、広く若者一般を対象としたSNSによる相談事業を実施する厚生労働省と、児童生徒を対象とする
文部科学省がそれぞれの取組から得た知見を共有するなど連携し、SNS等を活用した相談対応の強化を図る。
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不登校児童生徒に対する支援推進事業

■ 不登校児童生徒支援に係る関係機関の連携体制の整備

不登校に係る相談窓口を教育支援センターに整備するとともに、教育支援センター

を中核とした教育委員会等と関係機関、フリースクール等の民間団体等の連携に

よる不登校児童生徒の支援体制の整備

・関係者間の情報共有を図るため、不登校児童生徒支援協議会等を設置

・関係機関との連携を支援するコーディネーター等の配置

■スクールカウンセラー等活用事業・スクールソーシャルワーカー活用事業
令和２年度予算額（案） 6,671百万円

１．事業内容
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置による教育相談体制の整備に要す

る経費の補助。
２．補助事業者 都道府県・指定都市 （SSWのみ中核市も対象、市区町村は間接補助）
３．補助率 １／３

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置 （関連施策）

令和２年度予算額（案） 166百万円

（ 令和２年度新規 ）

（148百万円）

■ 学校以外の場における不登校児童生徒の支援の推進

自治体が行う不登校児童生徒に対する支援の推進

・フリースクール等の民間団体と連携した保護者学習会や研修等の実施

・教育支援センターにおける相談・支援体制の強化

【背景】 ○ 不登校児童生徒数は６年連続増加（平成30年度の小・中学校における不登校児童生徒数：約１６万５千人）

○ 平成２８年１２月７日、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が成立し、同法第７条を踏まえ、

平成２９年３月、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」を策定

⇒ 不登校児童生徒への多様で適切な教育機会の確保が重要

■ 不登校に関する実態調査

不登校児童生徒数は６年連続増加しているところ、その要因は複雑化・

多様化しており、不登校の未然防止や不登校児童生徒への必要な支援の

在り方等を検討する上で、その実態を詳細に把握することが不可欠である。

（主な調査項目）

・不登校になった要因、支援に関するニーズ 等

■教育改革推進特別経費（教育の質の向上を図る学校支援経費）
令和２年度予算額（案） 2,050百万円の内数

１．事業内容
私立学校におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ICT専門員等の活用
による不登校児童生徒への教育機会の確保に要する経費の補助。
２．補助事業者 都道府県 ３．補助率 １／２

不登校児童生徒への対応に取り組む私立学校への支援 （関連施策）

（17百万円）

学校

保健・福祉
関係機関

教育支援センター

民間団体

医療機関

首長部局

教育委員会

不登校児童生徒支援協議会

個々の状況に
応じた

支援の実施

家庭

■学力向上を目的とした学校教育活動支援
令和２年度予算額（案） 3,198百万円の内数

１．事業内容
いじめ・不登校等への対応のため、教師に加えて多彩な人材がサポートスタッフとして学校の
教育活動に参画する取組に要する経費の補助。
２．補助事業者 都道府県・指定都市 （市区町村は間接補助）
３．補助率 １／３

サポートスタッフの配置 （関連施策）

【委託事業・新規】【補助事業者：都道府県・指定都市（補助率：1/3）・新規】

Ⅰ 不登校児童生徒に対する支援体制の整備推進 Ⅱ 不登校児童生徒の実態把握等に関する調査研究

■ 経済的支援の在り方に関する実証研究54



○ 全国には義務教育未修了が少なくとも約12.8万人いるほか、近年
不登校児童生徒が増加。さらに、出入国管理法の改正により、外国
人の数は増加する見込み
○ 平成28年12月に「教育機会確保法」が成立。平成30年6月、「第３
期教育進行基本計画」で全都道府県に少なくとも一つの夜間中学設置
を目指すこととした。平成31年度に2校新設され、現在、全国９都府県
27市区に33校。各地で設置の機運が高まっている。
〇今後、全ての指定都市における設置も促進。

背景説明

教育機会確保法等に基づき、義務教育の機会を実質的
に保障するため、以下を進める。
・ 都道府県、指定都市等における夜間中学の設置促進

（特に、未設置の３８道県、１３指定都市）
・ 多様な生徒に対応するための夜間中学の教育活動の充実

目的・目標

事業を実施して、
期待される効果

義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない
者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事
情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにす
るとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎
を培い、豊かな人生を送ることができる（教育機会確保法第３条）こと

● 夜間中学新設準備・運営補助（補助事業）【新規】
５５，０００千円

夜間中学新設準備に伴う協議会等の設置、コーディネーターの雇用、ニー
ズ調査実施、広報活動などの設置に向けた準備に係る経費及び開設後の
円滑な運営に係る経費について、設置準備を行う２年間は４,０００千円、開
設後３年間は２,５００千円を上限に補助（補助率１／３）

● 夜間中学における教育活動充実（委託）
１０，０００千円

夜間中学における多様な生徒の実態等に応じて教育活動を充実していくために
必要な環境整備の在り方を検証。

・高齢者や外国人向けのカリキュラム開発
・不登校経験者支援のための相談体制の整備
・他市町村の夜間中学や域内の昼間の中学校、近隣の定時制高校との連携
・効果的な学校行事や校外活動等の在り方
・遠方から通学する生徒への支援の在り方など
・教育機会確保法第１５条に基づく協議会の設置・活用

※ＳＣ・ＳＳＷ、日本語指導補助者、母語支援員等は関係事業で対応

◆は文部科学省が直接執行する予算を表す。

夜間中学のさらなる設置促進 夜間中学の教育活動の充実

夜間中学の設置促進・充実 令和２年度予算額（案） ７５百万円
（前年度予算額 ４６百万円)

⇒夜間中学のない４３地域における設置
⇒協議会等が設置されていない３０地域への設置
⇒既設の夜間中学の教育活動の充実・受入れ拡大

◆夜間中学についての広報活動
教育機会確保法の趣旨や基本指針の内容、夜間中学の活動等を周知
するための説明会の開催や夜間中学を周知するポスターを作成・配布等し、
国民の理解を増進。 ◆ 必要な日本語指導を充実するため夜間中学に携わる教職員に向けた研修を実施。
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夜間中学新設準備・運営補助（全地域への設置に向けたイメージ）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

新設準備

新設準備

新設準備

○ 準備2年、開設後3年の計５か年の補助事業を、期間を区切って行うことで、夜間中学未設置の４３地域の設置を促す。

運営

運営

運営

１２件

１５件

１６件

【新設準備期間の補助のイメージ】
・開設コーディネーター人件費
・ニーズ調査実施経費
・会議費
・先進地視察経費
・広報、説明会開催経費

【運営期間の補助のイメージ】
・夜間中学の教育活動に要する経費
・夜間中学の教材整備等に必要な経費
・人件費（非常勤講師、看護師等）
※加配職員、SC、SSW、日本語指導補助者、母語支援員等は関係予算で総合的に対応56



緊急スクールカウンセラー等活用事業
令和２年度予算額（案） 2,219百万円

(前年度予算額： 2,378百万円)

【東日本大震災復興特別会計】

・スクールカウンセラーの活用 ・スクールカウンセラーに準ずる者の活用 ・心のケアに資するためのソーシャルワーク、学習支援
臨床心理士、精神科医 等 相談業務経験者、教育分野の専門的知識を有する者 等

心のケア・助言・援助等及び
新たな課題への対応

○被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護者等への助言・援助、学校教育活動の復興支援、福祉関係
機関との連携調整等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー等を活用する経費を支援する。〔補助率１０／１０〕

※平成２３～２７年度は、委託費として実施。平成２８年度からは、従来の委託費の方式を改め、新たに国庫補助の事業を創設するとともに、スクールカウンセラー等を学校等で
活用するなど、被災した幼児児童生徒や教職員の心のケアに資する取組を中心とした事業としている。

被災地域等

児 童生 徒等

保 護 者

地 域関 係 機 関

教 職 員
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８．子供の体験活動の推進

(前 年 度 予 算 額 117百万円）

令和２年度予算額（案） 116百万円

１．要 旨

子供たちの豊かな成長に欠かせない、自然体験、農山漁村体験、文化芸

術体験など様々な体験活動を通じ、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育

むとともに、自己有用感を高め、自らの役割を意識させるなど一人一人の

キャリア発達を促す。

２．内 容

（１）健全育成のための体験活動推進事業 99百万円( 99百万円)

（学校を核とした地域力強化プランの一部）

【総合教育政策局に計上】〔補助率１／３〕

宿泊体験事業

・小学校、中学校、高等学校等における取組(322校)

・学校教育における農山漁村体験活動の導入のための取組(134地域)

・教育支援センター(適応指導教室)等における体験活動の取組(134地域)

（２）小・中学校等における起業体験推進事業【後掲】16百万円（ 17百万円）

（将来の在り方・生き方を主体的に考えられる若者を育むキャリア教育推

進事業の一部）

児童生徒がチャレンジ精神や他者と協働しながら新しい価値を創造する

力など、これからの時代に求められる資質・能力の育成を目指した起業体

験活動を行うモデルを構築し、全国への普及を図る。

≪関連施策≫

○補習等のための指導員等派遣事業

・公立学校における体験活動の実施等に当たり学校をサポートする人材の配

置を支援〔補助率１／３〕
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■健全育成のための宿泊体験活動の推進（「学校を核とした地域力強化プラン」の一部）
令和２年度予算額（案） ９９百万円

１．事業内容
（１）宿泊体験事業

宿泊体験活動を行う学校等における取組に対する補助。
①小学校、中学校、高等学校等における取組 （３２２校）
・学校教育活動における２泊３日以上の宿泊体験活動の取組に対する事業費の補助。

②学校教育における農山漁村体験活動の導入のための取組 （１３４地域）
・教育委員会が主催する夏休み期間中等に希望者を募って行う取組に対する事業費の補助。
・農山漁村体験活動をこれまで実施していない高等学校等の取組に対する事業費の補助。

③教育支援センター（適応指導教室）等における体験活動の取組 （１３４地域）
・教育委員会が主催する教育支援センター（適応指導教室）等における取組に対する事業費の補助。

（２）体験活動推進協議会 ３２２地域 (各都道府県・市区町村)
各都道府県・市区町村において、様々な体験活動を推進していく上での課題や成果について協議を行ったり、好事例の

収集、各学校への情報提供や取組の普及を図るために開催する協議会への補助。

２．補助事業者 都道府県・市区町村

３．補助率 １／３

子どもたちの豊かな成長に欠かせない、自然体験、農山漁村体験、文化芸術体験など様々な体験活動を通じ、児童生徒の豊かな
人間性や社会性を育むとともに、自己有用感を高め、自らの役割を意識させるなど一人一人のキャリア発達を促す。
また、内閣官房、総務省、文部科学省、農林水産省、環境省が連携して農山漁村体験を充実することとしており、地域人材や地域
資源を活用することにより、異世代間交流や都市農村交流を図り、地域の活性化につなげる。

■補習等のための指導員等派遣事業 令和２年度予算額（案） 3,198百万円の内数
１．事業内容
公立学校の体験活動の実施・計画時における指導・助言を行う体験活動アドバイザー、体験活動専門指導員、
看護師、引率ボランティア、引率教員の代替教員等の派遣に要する経費の補助。

２．補助事業者 都道府県・指定都市（市区町村は間接補助）

３．補助率 １／３

学校等における宿泊体験活動の取組に対する支援

子供の体験活動の推進
令和2年度予算額（案） 99百万円

（前年度予算額 99百万円）

体験活動の実施等に当たり学校をサポートする人材の配置（関連施策）
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小・中学校等において起業体験を行うモデルを構築する。具体的には、各学校において外部講師のサポートを得ながら、児童生徒が模擬会

社設立、商品開発、販売、決算といった会社の実体験を通じて、特に、チャレンジ精神や自己肯定感を高めるための体験的な学習を実施する。
事
業

概
要

事
業
目
的

チャレンジ精神、創造性探究心等の「起業家精神」や、情報収集・分析力、判断力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等の「起業家

的資質・能力」は、起業家や経営者だけに必要なものではなく、どのような立場であっても社会で活躍するために求められるものである。他者と

協働しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代を生きていくために誰もが必要な力を小学校段階から育成することを目指した起業

体験活動を行うモデルを構築し、全国への普及を図る。

起
業
体
験
の
効
果

82.8% 17.2%

68.6% 29.4%チャレンジ

精神・積極性
が高まった

講演・企業訪問等のみを
実施している小中学校

起業体験まで
実施している小中学校

自信・自己
肯定感が
高まった

講演・企業訪問等のみを実
施している小中学校

起業体験まで
実施している小中学校 82.1% 17.9%

64.7% 30.4%
※起業家教育のススメ（指導事例集）を基に作成
（平成27年3月初等中等教育段階における

起業家教育普及に関する検討会）

単に職場訪問や講演の実施するだけでなく、起業体験を実施することでチャレンジ精神や自己肯定感が高まる。

2.0%

4.9%

0.0%

0.0%

効果があった どちらでもない 効果がなかった

取
組
の
例

プログラムの流れ

1

2

4

3

5

6

7

8

市 場 調 査

調査結果の分析

商品開発・評価会（プレゼンテーション）

会 社 設 立

資金調達（出資金を募る）

宣伝活動&製作活動

販 売 活 動

収 支 決 算 & 御 礼

１．ものづくりや販売活動を通じて自分や友達の「良さ」を発
見・認識し、認めあえる仲間作りを進める。

２．自分の考えや思いを適切に伝える、相手の話を聞いて
理解する、などのコミュニケーション力を高める。

３．社会の仕組みの一端を知り、会社の一員として協力しな
がら活動を進めることで、働くことの楽しさや喜び、厳しさを
理解し、学習への意欲を高める。

４．ロールモデルとなる地域の方や社会で働く方との良い出
会いを通して、生き方を学び、自分の生き方を考えるきっ
かけとする。

目的・ねらい学校・実施時間

対象学年：小学５年生

実施時間：
総合的な学習の時間２０時間

小・中学校等における起業体験推進事業 令和2年度予算額（案） 16百万円

（前年度予算額 17百万円)
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９．幼児教育の振興

(前 年 度 予 算 額 4,238百万円 + 臨時・特別の措置1,904百万円）

（令和２年度予算額（案） 4,367百万円 + 臨時・特別の措置999百万円

１．要 旨

幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること

に鑑み、幼児教育の質の向上及び環境整備を促進することにより幼児教育の

振興を図る。

２．内 容

（１）幼児教育の質の向上 390百万円（ 342百万円）

◆幼児教育実践の質向上総合プラン 353百万円（ 308百万円）

・幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 190百万円（ 148百万円）

地方公共団体において、公私立幼稚園・保育所・認定こども園に対して一

体的に域内全体の幼児教育の質の向上を図るため、担当部局の教育・保育内

容面に係る事務の一元化や幼児教育センターの設置等、幼児教育の推進体制

を構築している都道府県及び市町村を対象に、幼児教育アドバイザーの配置

及びそれらを活用した研修支援、幼小接続の推進等に必要な費用の一部を補

助する。

【補助率：国1/2、都道府県・市町村1/2】

・幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業 29百万円（ 21百万円）

幼稚園教諭は二種免許状の保有率が高い一方で、上進のための免許法認定

講習等の開設数が少ないことから、講習等の開設支援を通じて一種免許状の

取得機会を拡大し、幼稚園教諭の専門性の向上を図る。

【委託事業：大学、都道府県、指定都市、中核市の教育委員会】

・幼稚園の人材確保支援事業 76百万円（ 70百万円）

幼稚園における優秀な人材の安定的な確保を図るため、離職防止のための

研修や働きやすい環境の整備、離職者の再就職促進のためのマッチング制度

の構築など、各地域における先導的な人材確保策を支援し、有効な方法を検

証・普及する。

【委託事業：都道府県、市町村、幼稚園関係団体等】
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・幼児教育の教育課題に対応した指導方法等充実調査研究 58百万円（ 41百万円）

小学校教育との接続、家庭教育との連携、教育活動や園運営の評価の実施、

Society5.0時代の先端技術を活用した指導方法の開発等、教育課題に対応し

た指導の在り方を調査研究する。また、障害のある幼児や外国人の幼児など

特別な配慮を必要とする幼児の受入れを行う教諭等が必要とされる知識を得

ることができるよう、必要となる研修プログラムの開発及び指導上の配慮に

関する研究を行う。

【委託事業：大学、研究機関、地方公共団体等】

◆幼稚園教育課程の理解の推進 26百万円（ 23百万円）

新幼稚園教育要領について、各幼稚園が適切な教育課程を編成、実施する上

での参考資料を作成するとともに、指導上の諸課題等に関して中央及び都道府

県において研究協議会を行う。

◆ECEC Network事業の参加 11百万円（ 11百万円）

OECD において計画されている「OECD国際幼児教育・保育従事者調査」及び

「幼児教育の多面的な質に関する調査研究」に参加し、質の高い幼児教育の提

供に向けた施策展開に向けて重要な基礎情報を収集する。

※ECEC : Early Childhood Education and Care

（２）幼児教育の環境整備の充実 3,977百万円 + 臨時・特別の措置999百万円

(3,896百万円 + 臨時・特別の措置1,904百万円)

◆認定こども園等への財政支援 3,487百万円 + 臨時・特別の措置504百万円

(3,371百万円 + 臨時・特別の措置1,135百万円)

認定こども園の施設整備・園舎の耐震化・防犯対策に要する経費の一部を補

助するとともに、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有促進、研修等の実施、園

務改善のためのICT化等を支援する。

認定こども園施設整備交付金 2,524百万円 + 臨時・特別の措置504百万円

(2,290百万円 + 臨時・特別の措置1,135百万円)

【負担割合：国1/2 市町村1/4 事業者1/4 等】

教育支援体制整備事業費交付金 963百万円（ 1,081百万円）

【負担割合：国3/4 事業者1/4 等】
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◆私立幼稚園の施設整備の充実 490百万円 + 臨時・特別の措置495百万円

(525百万円 + 臨時・特別の措置769百万円)

緊急の課題となっている耐震化のための耐震補強、耐震改築、非構造部材の

耐震対策等に要する経費とともに、防犯対策、アスベスト対策やエコ改修等に

要する経費の一部を補助することにより、幼稚園の環境整備を図る。

【補助率：1/3（Is値0.3未満の耐震補強は1/2）】
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幼児教育の振興

１．幼児教育の質の向上 3.9億円（3.4億円）

２．幼児教育の環境整備の充実 40億円 + 臨時・特別の措置10億円
※補正予算案 160億円（対前年度補正 36億円増）

（39億円 + 臨時・特別の措置19億円）

○幼児教育実践の質向上総合プラン 3.5億円（3.1億円）

幼児教育の無償化とあわせて、幼児教育の質の向上も極めて重要。平成30年４月から実施された幼稚園教育要領等を踏
まえつつ、幼児教育の実践の更なる質の確保・向上を図る必要がある。そのため、地方公共団体における幼児教育推進体
制の充実・活用強化、幼稚園等における人材確保の取組支援、幼稚園教諭の専門性向上に向けた免許上進の推進、教育活
動や園運営の評価の実施、Society5.0時代の先端技術を活用した指導方法の開発を行うとともに、障害のある幼児や外国
人の幼児など特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実等の事業を実施する。

令和2年度予算額（案） 44億円 + 臨時・特別の措置10億円
令和元年度補正予算額（案） 160億円（対前年度補正予算36億円増）
（前年度予算額 42億円 + 臨時・特別の措置19億円)

○幼稚園教育課程の理解の推進・ ECEC Network事業の参加 0.4億円（0.3億円）

新幼稚園教育要領の理解の下、適切な教育課程が編成・実施されるよう、研究協議会の開催や指導資料の作成を行う。
また、 OECDにおいて計画されている調査に参加し、幼児教育の質の向上を図るための政策立案に資するデータや各国の
事例を収集する。

○私立幼稚園施設整備費 5億円（5億円）
※令和元年度補正予算額（案） 10億円

※臨時・特別の措置（防災・減災、国土強靭化関係） 5億円（8億円）

緊急の課題となっている耐震化のための耐震補強・改築、非構造
部材の耐震対策等の安全対策等の防災機能強化工事に要する経
費とともに、防犯対策、アスベスト対策やエコ改修等に要する経費の
一部を補助し、幼稚園の環境整備を図る。

○認定こども園等への財政支援 35億円（34億円）
※令和元年度補正予算額（案） 150億円

※臨時・特別の措置（防災・減災、国土強靭化関係） 5億円（11億円）

認定こども園の設置促進のため、認定こども園の施設整備・園舎の
耐震化・防犯対策に要する経費の一部を補助するとともに、幼稚園
教諭免許と保育士資格の併有促進、研修等の実施、園務改善のた
めのICT化等を支援し、子供を安心して育てることが出来る体制の整
備を促進する。
♦認定こども園施設整備交付金 25億円
♦教育支援体制整備事業費交付金 10億円
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幼児教育実践の質向上総合プラン 令和２年度予算額（案） 353百万円
（前年度予算額 308百万円）

幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 190百万円（148百万円）
地方公共団体において、公私立幼稚園・保育所・認定こども園に対して一体的に域内全体の幼児

教育の質の向上を図るため、担当部局の教育・保育内容面に係る事務の一元化や幼児教育センター
の設置等、幼児教育の推進体制を構築している都道府県及び市町村を対象に、幼児教育アドバイ
ザーの配置及びそれらを活用した研修支援、幼小接続の推進等に必要な費用の一部を補助する。

公私・施設類型に関わらず域
内全体の幼児教育の質の向上
を一体的に推進

幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業 29百万円（21百万円）
幼稚園教諭免許状の上進のための免許法認定講習等の開設数が少ないことから、講習等の開設支

援を通じて一種免許状の取得機会を拡大し、幼稚園教諭の専門性の向上を図る。

幼児教育の無償化とあわせて、幼児教育の質の向上も極めて重要。平成30年４月から実施された幼稚園教育要領等を踏まえ
つつ、幼児教育の実践の更なる質の確保・向上を図る必要がある。そのため、地方公共団体における幼児教育推進体制の充
実・活用強化、幼稚園等における人材確保の取組支援、幼稚園教諭の専門性向上に向けた免許上進の推進、教育活動や園運営
の評価の実施、Society5.0時代の先端技術を活用した指導方法の開発を行うとともに、障害のある幼児や外国人の幼児など
特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実等、以下の事業を実施する。

幼稚園教諭の専門性の向上、
社会的地位の向上

幼稚園の人材確保支援事業 76百万円（70百万円）
幼稚園教諭の新規採用促進、離職防止・定着促進など、各地域における幼稚園の人材確保に向け

た先導的な取組を支援し、有効な方法を検証・普及する。

幼稚園等における安定・継
続的な学校運営

幼児教育の教育課題に対応した指導方法等充実調査研究 58百万円（41百万円）
小学校教育との接続、家庭教育との連携、教育活動や園運営の評価の実施、Society5.0時代の先

端技術を活用した指導方法の開発等、教育課題に対応した指導の在り方を調査研究する。また、障
害のある幼児や外国人の幼児など特別な配慮を必要とする幼児の受入れを行う教諭等が必要とされ
る知識を得ることができるよう、必要となる研修プログラムの開発及び指導上の配慮に関する研究
を行う。

指導の充実、教育活動や学校
運営の改善
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幼児教育推進体制の充実・活用強化事業

背景 ○ 教科書のような主たる教材を用いない「環境を通して行う教育」の難し
さを乗り越える人材育成が必要。

○ 幼稚園教育要領等の着実な実施、小学校教育への円滑な接続、
特別な配慮を必要とする幼児への対応など、現場での研修ニーズは高い。

○ 若年保育者が多く離職率の高い職場において、園長のリーダーシップ
の下、学び・育て合う仕組み作りと支援が必要。

○ 関係団体が独自の研修を実施しており、既存の資源やネットワークを
生かした連携が必要。

○ 幼児教育は複数の施設類型が存在し、その多くが私立であるため、教育内容
面の支援に関して、公立中心の小学校以降とは異なる対応が必要

• ３～５歳児の約半数ずつが幼稚園、保育所にそれぞれ在園
• 幼稚園の約８割、保育所の約７割、認定こども園の約９割の園児数は私立

○ 約６割の地方公共団体で公私、施設類型により担当部局が異なり、一体的
な取組の実施に課題がある

○ 教育委員会では、他学校種と比べて幼稚園に係る体制が手薄
幼児教育担当指導主事を配置する都道府県・市町村は、約４割、うち専門性を有するのは、約半数

背景

事業概要
地方公共団体において、公私立幼稚園・保育所・認定こども園に対して一体的に域内全体の幼児教育の質の向上を図るため、担当部局
の教育・保育内容面に係る事務の一元化や幼児教育センターの設置等、幼児教育の推進体制を構築している都道府県及び市町村を対
象に、幼児教育アドバイザーの配置及びそれらを活用した研修支援、幼小接続の推進等に必要な費用の一部を補助する。

主な要件

● 事業期間：３年間
● 補助対象者：都道府県・市町村
● 補助率：１／２

担当部局を一元化していること
※ 教育・保育内容面に係る事務のみの一元化でも可
※ 事業開始翌年度からでも可
幼児教育センターを設置していること
小学校指導担当課との連携体制確保

主な補助内容：

• 幼児教育アドバイザーの配置、質向上のための取組、新規アドバイザーの育成体制の充実

体制活用の
ための人材
育成方針

体制の活用

域内全体への
波及

教育内容面での質向上を担う地方公共団体の体制が、必ずしも十分ではない

地方公共団体の体制に関する現状と課題 幼児教育現場における現状と課題

保育者の専門性の向上は公私・施設類型に共通する課題

• 幼児教育の実践の質向上のためのガイドラインの作成・活用
保育者に必要な資質・能力の明確化、それに基づくキャリアステージに応じた

人材育成の内容・方法の明確化 など

• 研修支援、幼小接続の推進

• 都道府県・市町村の連携を含めた域内全体の質向上を図るための仕組み作り

保育者の専門性の向上や幼小接続等に関する公私・施設類型を超えた一体
的な研修支援、巡回訪問、園内研修の中核となるミドルリーダーの育成 など

都道府県・市町村アドバイザーの連携、行政関係者、園長会、関係団体等に
よる関係者協議会の開催 など

令和２年度予算額（案） 190百万円
(前年度予算額 148百万円)
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幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業
○ 現職の幼稚園教諭は、二種免許状所有者が中心であり、他学校種と
比べてもその割合が極めて高い。（幼稚園：68%、小学校：14%、中学校：3.9%）

事業内容

期待される効果 保育者の専門性の向上（特に、中堅教師のキャリアアップとして活用）
園運営の改善、幼児教育の質の向上、幼稚園教員等の社会的地位の向上

幼稚園教諭免許状の上進のための免許法認定講習等の開設数が
少ないことから、講習等の開設支援を通じて一種免許状の取得機会
を拡大し、幼稚園教諭の専門性の向上を図る。

■委託先：大学*、都道府県、指定都市、中核市の教育委員会
*短期大学は専攻科を有する場合に限る。

背景

各学校における保有免許状別の教員構成（％）

※各学校に勤務する養護教諭、栄養教諭を含む。「その他」は臨時免許状、特別免許状等を含む。文部科学省「平
成28年度学校教員統計調査」より作成。

幼稚園 小学校 中学校
国立 公立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立

専修 0.5 9.8 0.7 0.4 5.1 17.1 5.0 6.3 8.4 25.9 7.6 17.1
一種 27.2 64.3 42.6 23.6 78.9 73.6 79.2 61.9 87.3 71.3 88.2 77.2
二種 68.0 22.5 54.0 71.3 14.0 8.2 14.0 16.9 3.9 2.5 4.0 2.3
その他 4.3 3.4 2.7 4.7 2.0 1.1 1.8 14.9 0.4 0.3 0.2 3.4

本来要請されている一種免許状所有者の増加を促進する必要
○ 教育職員免許法 （昭和二十四年法律第百四十七号）
（二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務）
第九条の五 教育職員で、その有する相当の免許状（中略）が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の

授与を受けるように努めなければならない。

大学・教育委員会

文部科学大臣

幼稚園団体

幼稚園教員等

①認定講
習申請

②認定

④受講・単位修得

一種免許状の取得
促進目標の提示

＜事業イメージ＞

免許法認定講習等の開設

③科目、単位数に
関する受講相談

講習の実施に係る
講師謝金、旅費、会場
借料等の経費を支援

○ 保育士資格の併有率は約82％と高い。※文部科学省「平成28年度幼児教育実態調査」

都道府県
教育委員会

⑤上進の申請

⑥一種免許状の授与

○ 上級免許状取得のための単位は大学等で修得する必要がある
が、休日や長期休業期間中に履修するなど、現職教員が働きな
がら上進できる環境が求められている。

○ 現状では、そうした単位修得に資する免許法認定講習等は、半
数以上の都道府県で実施されておらず、実施件数等も少ない。

平成30年度

令和２年度予算額（案） 29百万円
(前年度予算額 21百万円)

開設者数 開設状況
教育委員会 大学 計（都道府県数） 科目数 単位数

20 3 23 (20) 65 69
※例えば、特別支援学校教諭免許状に関する認定講習等は全都道府県で開設されている。
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○過去３年間の事業実施により、幼稚園団体
等による新規採用促進・離職防止・再就職
促進の個別の好事例を創出したが、各主体
の連携や取組の横展開に課題

○自治体等が取組の中心となり、幼稚園団
体・各幼稚園・養成校の取組を結びつけ、総
合的な人材確保の取組を行う事例を創出

背景・課題
【近年の動向】

子ども・子育て支援関係の人材需要の
急速な増加を受けて、幼児教育の質を
支える優秀な人材の確保が喫緊の課題

【主な課題】
・ 免許取得者が他業種に就職 ⇒ 新規採用促進

・ 若年離職者が多い ⇒ 離職防止・定着促進

・ 離職者の再就職が少ない ⇒ 再就職促進

幼稚園教諭免許取得者の幼稚園・認定こども園への就職率 ： 約２７％
（小学校教諭免許状取得者の小学校への就職率 ： 約４９％）

幼稚園教諭離職者のうち30歳未満の割合 ： 約６１％（小学校教諭 ：約８％）
幼稚園教諭の平均勤続年数 ： 約７年（小学校教諭 ： 約１７年）

・人材不足による幼稚園運営の不安定化
・幼稚園における教育の質の低下
・担い手不足による預かり保育の収容能力の低下 幼稚園教諭採用者のうち元教員の割合 ： 約１３％（小学校教諭 ： 約２７％）

幼稚園の人材確保支援事業 令和２年度予算額（案） 76百万円
（前年度予算額 70百万円）

◇委託先（予定）：１０団体
（都道府県、市区町村及び幼稚園団体）

◇事業規模： 400万円～900万円程度

事業の内容 幼稚園の取組

団体の取組 養成校の取組

・社労士等を活用した持続可能な就業規則策定
・ＩＣＴ導入による働き方改革
・時短勤務・複数担任制の導入 等

・合同就職説明会の開催
・幼稚園向けアプリ開発
・仕事の魅力発信
・退職者への継続的な情報支援
・キャリアアドバイザーの配置

・園と協力した魅力的な教育実習
・継続的な職場インターン導入
・コミュニケーション・保護者対応
・退職者への継続的な情報支援

自治体の取組
・各取組を連携・コーディネート
・好事例の横展開
・他業種における人材確保の取組との連携
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○ 幼稚園教育要領は大綱的な基準であるため、それを踏まえ
各園が自らの課題や強みを踏まえた教育課程や指導計画、
指導方法を改善していく必要がある。

○ 外国人幼児等や個別の教育支援計画の作成が必要であ
ると判断している幼児の数は年々増加しており、受入れに当
たる幼稚園教諭等の資質・能力の向上など、適切に指導上
の配慮を行うための方策が求められている。

事業内容

期待される効果
幼児教育の実践に関する資料やデータの蓄積により、次期幼稚園教育要領の内容や、国が作成する指導資料の内容が充実
特別な配慮を必要とする幼児の受入れに当たる幼稚園教諭等が必要な知識を得、幼児等の実態に応じた指導上の工夫が可能
各園における評価に基づいた教育活動・学校運営の改善

背
景

○ 自己評価の義務、学校関係者評価の努力義務が課されてい
るが、他学校種と比べて学校関係者評価の実施が進んでいな
い。１園当たりの教員数も少なく、評価の実施体制が弱い。

○ 各園における評価の結果活用が十分ではなく、園内・家庭・
地域間のコミュニケーション・ツールとして一層の活用が必要。

○ 形式的な評価にとどまることなく、ＰＤＣＡサイクルの中で有
効に機能する評価の在り方の検証が必要。

幼児教育の教育課題に対応した指導方法等充実調査研究 令和２年度予算額（案） 58百万円
(前年度予算額 41百万円)

33.6%

54.6% 55.7%

84.5%
95.6% 97.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成20年度間 平成23年度間 平成26年度間

幼稚園

小学校

学校関係者評価・実施率学校関係者評価・実施率

指導の在り方等に関する調査研究
小学校教育との接続、家庭教育との連携、 Society5.0時代の先端技術の活用を通じて、幼児の豊かな行動を引き出す環境の構築や教師による適切な指導を支援するための
実証研究を実施する。（事業期間１年）

特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実に関する調査研究
【外国人幼児等】
(1) 幼稚園における研修プログラムの開発：言語を体系的に教えるのではなく生活や遊びを通して教えるといった、幼児期の特性を踏まえた研修プログラムの開発を行う。（事業期間3年）
(2) 幼稚園における指導上の配慮等に関する研究：外国人幼児の受入れに当たっての指導上の留意事項の整理や教材の在り方等に関する実証研究を実施する。（事業期間1年）

【障害のある幼児等】
(1) 幼稚園における研修プログラムの開発：社会性や言語など、これから発達していく時期であるといった、幼児期の特性を踏まえた研修プログラムの開発を行う。（事業期間3年）
(2) 幼稚園における指導上の配慮等に関する研究：障害のある幼児等の受入れに当たっての体制整備の在り方や指導上の留意事項等に関する調査研究を実施する。（事業期間１年）

学校評価に関する調査研究
(1) 自治体等と連携した学校評価の実践研究：地域内のモデル園を指定し、園の実態に応じて専門家と連携しながら評価実施を支援する。（事業期間２年）
(2) 評価の在り方についての実態検証：幼稚園における評価の実態について検証を行い、幼児教育の質の向上に向けた評価の在り方について提言等を行う。（事業期間１年）
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幼稚園教育課程の理解の推進

○ 平成29年3月に新しい幼稚園教育要領が示され、平成30年4月から全面実施されている。
○ 各幼稚園において新幼稚園教育要領の正しい理解の下、適切な教育課程が編成・実施されるよう、研究協議会の開催や指導資料の作成を行い、
新幼稚園教育要領に基づく充実した教育活動の展開を促進する。

背景・目的

幼稚園教育理解推進事業 幼稚園教育要領の実施のための指導資料の作成

期待される成果
幼稚園教育要領の内容や、幼稚園教育要領に基づいた先進的な実践について理解することで、各幼稚園

における適切な教育課程の編成・実施が促進される。

各都道府県において行う幼稚園教育に関する専門的な研究協議等の成果を、中
央協議会において発表・共有することで、さらなる幼稚園教育の振興・充実を図る。

新しい幼稚園教育要領に基づく教育活動を着実に実施するため、その内容を踏
まえた具体的な教育課程の編成や指導の在り方等に関する指導資料を作成する。

都道府県協議会（教育委員会）
（新幼稚園教育要領に関する説明、専門的な研究協議等）

中央協議会（文部科学省）
（都道府県協議会の成果の発表、先進事例の発表等）

教育委員会指導主事、幼稚園園長等の参加

公立私立幼稚園教員、小学校教員等の参加

協議主題の提示
中央協議会への参加依頼 等

協議の成果報告
中央協議会への参加 等

○令和元年度
指導資料第１集「指導計画の作成と保育の展開」について、幼稚園教育要

領の改訂を踏まえ、「幼稚園教育において育みたい資質・能力」「幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿」などの内容を加筆し、改訂を行う。

○令和2年度（案）
新幼稚園教育要領に基づいた以下の内容の指導資料を作成する。
・幼児期の教育と小学校教育の接続について

事業内容

令和２年度予算額（案） 26百万円
(前年度予算額 23百万円)
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OECD ECEC Network事業への参加

○ 平成27年4月より質の高い幼児期の教育の提供を基本理念とする「子ども・子育て支援新制度」が始まった
が、国際的にも幼児教育への関心が高まっている。現在、OECDにおいて、質の高い幼児教育を提供するため
の基礎データとなる国際比較調査事業等が計画されている。

○ これらの事業等への参加により、現在は収集されていない国際比較可能な幼児教育・保育施設の保育者の
活動実態に関するデータや、幼児教育の質の向上に関する各国の好事例など、質の高い幼児教育の提供に
向けた施策展開のための重要な基礎情報を得ることができる。

背景・目的

事業の主な概要

OECD国際幼児教育・保育従事者調査 (International ECEC Staff Survey） ※9カ国が参加中
勤務環境や研修などの保育者の資質・能力の向上に関する状況等を2018年に調査し、分析結

果を2019～2020年度にかけて公表予定。
幼児教育の多面的な質に関する調査研究（Quality beyond Regulations in ECEC）※参加ヵ国数未定
2019～2020年に各国における幼児教育の質向上に関する政策について調査し、幼児教育の
多面的な質に関する政策フレームワークを作成予定。

※ 拠出金については、文部科学省、厚生労働省、内閣府で按分して負担。
※ 国内における調査実施の事務的経費については国立教育政策研究所で負担。

下記の事業へ参加し、幼児教育の質向上のための施策立案に活かす。

両事業のデータをあわせて分析し、2021年度に最終報告書（幼児教育・保育白書第6巻）を公表予定。

園レベルで
の実態調査

行政レベル
での調査

令和２年度予算額（案） 11百万円
(前年度予算額 11百万円)
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私立幼稚園施設整備費補助金 令和２年度予算額（案） 490百万円 ＋ 臨時・特別の措置495百万円
（前年度予算額 525百万円 ＋ 臨時・特別の措置769百万円）

事業概要

学校法人立幼稚園等の緊急の課題となっている耐震化のための耐震補強、耐震改築、非構造部材の耐震対策等に要する経
費とともに、防犯対策、アスベスト対策、エコ改修等に要する経費の一部を補助することにより、幼稚園の環境整備を図る。

対象事業内容

1. 耐震補強工事 ・・・ 耐震補強、非構造部材の耐震対策、防災機能強化

2. 防犯対策工事 ・・・ 門・フェンス・防犯監視システム等の設置工事

3. 新築・増築・改築事業 ・・・ 新築、増築、耐震改築、その他危険建物の改築

4. アスベスト等対策工事 ・・・ 吹き付けアスベストの除去等

5. 屋外教育環境整備 ・・・ アスレチック遊具、屋外ステージ等の整備

6. エコ改修事業 ・・・ 太陽光発電の設置、省エネ型設備の設置

補助率
○ 地震による倒壊等の危険性が高い（※）施設の耐震補強工事

（※）非木造：Is値0.3未満、木造：Iw値0.7未満 ・・・【1/2以内】
○ 上記以外 ・・・【1/3以内】
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○ 幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有の促進を支援するため、幼稚園教諭
免許状を取得等するための受講料、及び保育士資格を取得する幼稚園教諭の
代替に伴う雇上費を補助。

○ 負担割合： 国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２

教育支援体制整備事業交付金

認定こども園等への財政支援

認定こども園整備

認定こども園施設整備交付金
2,524百万円 ＋ 臨時・特別の措置504百万円

（2,290百万円 ＋ 臨時・特別の措置1,135百万円）
963百万円（1,081百万円）

幼稚園耐震化整備

○ 認定こども園の施設整備に要する費用の一部を補助
（新増改築、大規模改修等）

・幼保連携型認定こども園の教育を実施する部分
（いわゆる幼稚園部分）

・幼稚園型認定こども園の幼稚園部分
・保育所型認定こども園の幼稚園機能部分

○ 負担割合： 国１／２、市町村１／４、事業者１／４
※ 年度内に自治体の定める認定基準を満たす必要がある。

既存の幼保連携型認定こども園の機能拡充も補助の対象。

○ 認定こども園への移行を予定する私立幼稚園について、園舎の耐震指標等
の状況に応じて実施する耐震化を支援。
（改築、増改築等）
・私立幼稚園の耐震化経費

○ 負担割合： 国１／２、事業者１／２
※ 既に認定こども園に移行した場合を含む。

防犯対策整備

○ 幼稚園型認定こども園における門、フェンス、防犯カメラ等の設置に要する
費用の一部を補助。
・幼稚園型認定こども園の防犯対策整備

○ 負担割合： 国１／２、市町村１／４、事業者１／４
※幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園における防犯対策

整備については、厚生労働省所管の保育所等整備交付金で対応。

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備

○ 施設における遊具・運動用具・教具・衛生用品等の整備費用を支援。
○ 負担割合： 認定こども園の場合・・・国１／２、事業者１／２

認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援

認定こども園等への円滑な移行のための準備支援

園務改善のためのICT化支援

○ 認定こども園における質の向上に関する研修、幼稚園・保育所の教職員の
合同研修等の実施費用等を支援。

○ 負担割合： 国１／２、事業者１／２
※ 都道府県や関係団体等が主催する研修が対象。

○ 認定こども園等に移行する幼稚園の準備に必要な経費を支援。
○ 負担割合： 国１／２、事業者１／２

○ 認定こども園等における園務を改善するため、園のICT化を促進し、
事務負担の大幅な軽減を図る。

○ 負担割合： 国３／４、事業者１／４

認定こども園の設置促進のため、認定こども園の施設整備・園舎の耐震化・防犯対策に要する経費の一部を補助するとともに、幼稚園教諭免許と保
育士資格の併有促進、研修等の実施、園務改善のためのICT化等を支援し、子供を安心して育てることが出来る体制の整備を促進する。

事業概要

令和２年度予算額（案） 3,487百万円 ＋ 臨時・特別の措置504百万円
(前年度予算額 3,371百万円 ＋ 臨時・特別の措置1,135百万円)
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１０．キャリア教育・職業教育の充実

(前 年 度 予 算 額 367百万円）

令和２年度予算額（案） 330百万円

１．要 旨

小学校からの起業体験や中学校の職場体験活動、高校におけるインター

ンシップ等のキャリア教育を推進するとともに、専門高校においては、先

進的な卓越した取組の実践研究や地域課題の解決等の探求的な学びを実現

する取組を推進する。

２．内 容

（１）将来の在り方・生き方を主体的に考えられる若者を育むキャリア教育推進事業

21百万円( 23百万円)

①小学校における進路指導の在り方に関する調査研究

新学習指導要領において小学校段階からのキャリア教育が明確に位置

づけられるとともに、中学校における入学者選抜が広がりを見せるなど

の状況を踏まえ、小学校での進路選択等のキャリア教育の在り方等につ

いて調査研究を行う。（2地域）

②小・中学校等における起業体験推進事業

児童生徒がチャレンジ精神や、他者と協働しながら新しい価値を創造

する力など、これからの時代に求められる資質・能力の育成を目指した

起業体験活動を行うモデルを構築し、全国への普及を図る。（10地域）

③キャリア教育の普及・啓発等

キャリア教育推進連携シンポジウムの開催等。

（２）地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業

8百万円( 8百万円)

（学校を核とした地域力強化プランの一部）【総合教育政策局に計上】〔補助率１／３〕

「キャリアプランニングスーパーバイザー」を都道府県等に配置し、地

元企業等と連携した職場体験やインターンシップ及び地元への愛着を深め

るキャリア教育の推進等を通じ、地元に就職し地域を担う人材を育成する。

(15人)

（３）スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール 48百万円(85百万円)

高度な知識・技能を身に付けた専門的職業人を育成するため、専攻科を

含めた５年一貫のカリキュラムの研究や大学・研究機関等との連携など先

進的な卓越した取組を行う専門高校を指定した実践研究及び事業検証を実

施し、成果の普及を図る。
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（４）地域との協働による高等学校教育改革推進事業【再掲】

252百万円(251百万円)

新高等学校学習指導要領を踏まえ、Society5.0を地域から分厚く支える

人材の育成に向けた教育改革を推進するため、「経済財政運営と改革の基

本方針2019」や「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」に基づき、高等

学校が自治体、高等教育機関、産業界等と協働してコンソーシアムを構築

し、地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組を推進することで、

地域振興の核としての高等学校の機能強化を図る。
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将来の在り方・生き方を主体的に考えられる若者を育む

キャリア教育推進事業
令和2年度予算額（案） 30百万円

（前年度予算額 32百万円)

◆小学校における進路指導の在り方に関する調査研究 ２百万円（ ２百万円）
新学習指導要領において小学校段階からのキャリア教育が明確に位置づけられるとともに、中学校の入学者選抜が広がりを見せる
などの状況を踏まえ、小学校での進路選択等のキャリア教育の在り方等について調査研究を行う。

【委託先：都道府県教育委員会等、２地域】

◆小・中学校等における起業体験推進事業 １６百万円（１７百万円）
小・中学校等において、児童生徒がチャレンジ精神や、他者と協働しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代に求め
られる資質・能力の育成を目指した起業体験活動を行うモデルを構築し、全国への普及を図る。

【委託先：都道府県教育委員会等、10地域】

◆地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業 ８百万円（ ８百万円）
【学校を核とした地域力強化プランの一部（地方創生関連施策）】

「キャリアプランニングスーパーバイザー」を都道府県等に配置し、地元企業等と連携した職場体験やインターンシップ及び地元へ
の愛着を深めるキャリア教育の推進等を通じ、地元に就職し地域を担う人材を育成する。

【補助対象：都道府県・市区町村（補助率1/3）、配置人数：15人】

児童生徒一人一人の社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を育成するため、学校が地域や産業界等と連携した小
学校からの起業体験、中学校の職場体験活動及び高等学校のインターンシップを促進するとともに、児童生徒が主体的に進路を選択す
ることができるよう、キャリア・パスポート等の教材を活用しつつ、体系的なキャリア教育を推進する。

２．キャリア教育推進体制の構築

◆キャリア教育推進連携シンポジウムの開催、連携表彰等の実施
キャリア教育の意義の普及・啓発と推進に資するため、学校、地域・社会及び産業界等の関係者が一堂に会したシンポジウムを、

文科省・経産省・厚労省の共催で開催するとともに、キャリア教育の充実・発展に優れた取組を実施している団体の表彰等を行う。

１．キャリア教育の普及・啓発 ３百万円（ １百万円）

２７百万円（２８百万円）

事業目的

取組内容

※前年度限りの経費：「子供と社会の架け橋となるポータルサイトの運用（2百万円）」
※各事項の予算額の千円未満は端数処理しているため、これらを足し合わせた額と合計の額は一致しない。
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スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール 令和2年度予算額（案）48百万円
(前年度予算額 85百万円)

社会の変化や産業の動向等に対応した、高度な知識・技能を身に付け、社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成するため、
先進的な卓越した取組を行う専門高校（専攻科を含む）において、実践研究を行う。

（１）「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール」の継続指定 （10校）

指導・助言等

・特色あるカリキュラム
（実験・実習、起業家教育 等）
・技術開発研究の推進
・高度な技術・技能の習得、高度資格への挑戦
・他学科との連携 など

専 門 高 校
大学・高専・研究機関等

・生徒を対象とした講座の実施
・最先端の研究指導 など

管理機関
（教育委員会、学校法人、国立大学法人）

専 門 高 校（専攻科）

・特色あるカリキュラム
（実験・実習、起業家教育 等）
・高度な技術・技能の習得
・高度資格への挑戦 など

専 門 高 校（本科）

学校の指定（指定期間3年（最大5年））
指導・助言・評価

５年一貫３年

成果の普及連携・協力

地域の他の専門高校

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール
（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉）企業等

・熟練技能者による実践的な技術
指導
・長期の就業実習
・共同商品開発

・外部人材の積極的な活用 など

５年一貫の
教育

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

文部科学省

・我が国の産業の発展のため、社会の第一線で活躍できる専門的職業人の育成
・成果モデルを全国に普及し、専門高校全体の活性化を推進

専門高校における優れた取組や特色ある取組について、全国の専門高校間で共有し、これらを専門高校の魅力として広く社会へ発信するため、企
業等と専門高校との効果的な連携手法による長期間の就業体験活動についての先進事例等に関する調査研究を行う。

（２）専門高校の魅力発信に関する調査研究

先進的な卓越した取組
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【グローカル型】
グローバルな視点を持って地域を支え
るリーダーを育成

地域との協働による高等学校教育改革推進事業

【プロフェッショナル型】
地域の産業界等との連携・協働による
実践的な職業教育を推進

令和2年度予算額（案）252百万円
（前年度予算額 251百万円）

新高等学校学習指導要領を踏まえ、地域を分厚く支える人材の育成に向けた教育改革を推進するため、「経済財政運営
と改革の基本方針2019」や「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」に基づき、高等学校が自治体、高等教育機関、産
業界等との協働によりコンソーシアムを構築し、地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組を推進することで、地
域振興の核としての高等学校の機能強化を図る。

高等学校
地域との協働による活動を学校の教育活動として明確化

専門人材の配置等、校内体制の構築

学校と地域とをつなぐコーディネーターを指定

将来の地域ビジョン・求める人材像を共有し、地域協働

に資する学習カリキュラムを開発

高校生と地域課題のマッチングを
効果的に行うためのコンソーシアムを構築

【地域魅力化型】
地域課題の解決等を通じた学習カリキ
ュラムを構築し、地域ならではの新し
い価値を創造する人材を育成

地域の実情や人材ニーズに応じた取組を展開
（R2新規指定 13件程度）
（Ｒ１指定校 合計51校）

【PDCAサイクル構築のための調査研究】
成果指標等の作成検証等による地域との協働による教育改革のＰＤＣＡサイクルの構築，成果普及のための全国サミッ

ト等を実施

※専門学科を中心に実施
（Ｒ１指定校 11校）

※普通科を中心に実施
（Ｒ1指定校 20校）

都道府県

地域ＮＰＯ

産業界

社会教育機関
（公民館等）

大学・
専修学校等

市町村

小中学校等

【コンソーシアム】

※全学科を対象に実施
（Ｒ１指定校20校）

78



11．学校健康教育の推進

（前 年 度 予 算 額 181百万円）

令和２年度予算額（案） 156百万円

１．要 旨

児童生徒が生涯にわたって健康で安全に生活できるよう、がん教育をはじめとす

る学校保健、学校を核として家庭を巻き込んだ食育の推進を図る。

２．内 容

（１）学校保健推進事業 75百万円（ 74百万円）

新学習指導要領に対応したがん教育の普及・啓発及び地域の実情に応じ

たがん教育の取組の支援や 学校健診データをPHR(Personal Health Record)、

に提供するための技術的な手法等を検討することなどにより学校保健を一

層推進する。

（２）学校給食・食育総合推進事業 81百万円（107百万円）

栄養教諭を中核として家庭を巻き込んだ取組を推進し、児童生徒の食に

関する自己管理能力の育成等を目指す。

また、効果的な取組の成果や栄養教諭の配置効果等について実証データ

を用いて分析・検証する。

≪関連施策≫

・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

・学校安全推進事業
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（前年度予算額 XX百万円)
XX年度予定額 XX百
万円

背景

平成28年12月に改正されたがん対策基本法第23条では、「国及び地方公共団体は、
国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教
育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとす
る。」というように、がん教育の文言が新たに記載された。

平成29年度から令和4年度までの6年間を対象とした第3期がん対策推進基本計画で
は、がん教育について、「国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情に応じ
て、外部講師の活用体制を整備し、がん教育の充実に努める。」ことが目標とされている。

平成29年3月に小学校及び中学校、平成30年3月に高等学校の学習指導要領がそ
れぞれ改訂され、中学校及び高等学校においては、がんについても取り扱うことを新たに
明記され、移行期間中に新学習指導要領の対応を検討する必要がある。

課題解決のための事業概要

がん教育総合支援事業

課題

①教員のがんについての知識・理解が不十分
健康については、子供の頃から教育することが重要であり、学校でも健康の保持増進と疾病の予防
という観点からがん教育に取り組んでいるが、教員のがんに関する知識が不十分であることや外部講師
が学校で指導する際の留意点等の認識が不十分である。

②がん教育の全国への普及・啓発が必要
がん教育に対して地域により温度差があるため、全国で実施する新学習指導要領に対応したがん
教育の指導内容を充実させ、全国への普及・啓発を図る必要がある。

③外部講師の活用体制の一層の充実が必要
がん教育における外部講師の活用状況が十分とは言えず、学校が外部講師を活用するための体制
を充実させる必要がある。

④外部講師向けの指導参考資料の充実が必要
外部講師が実際に指導する際の参考となる資料等をさらに充実させる必要がある。

新学習指導要領に対応したがん教育の実施

本事業により、がんに対する正しい知識、がん患者への正しい理解及び命の大切さに対する認識の深化を図る。
新学習指導要領に対応したがん教育の確実な実施に向けた、取組の充実を促す。
外部講師の積極的な活用を図るため体制を整備する。

成 果

令和２年度予算額（案） 32百万円
(前年度予算額 33百万円)

教員・外部講師に対する実践的ながん教育研修会の実施
公立以外の国・私立学校も対象としたがん教育シンポジウムの開催
『外部講師を用いたがん教育ガイドライン』の改訂による内容の充実

新学習指導要領に対応したがん教育の普及・啓発
新学習指導要領を踏まえたがん教育について、教員や外
部講師の質の向上を図るとともに、各都道府県で行ってい
る先進事例の紹介等を行い、全国への普及・啓発を図る。 相互に連携

教育委員会等によるがん教育に関する教材の作成・配布
学校医、がん専門医、がん経験者等の外部講師によるがん教育の実施
都道府県等で外部講師名簿作成等、活用体制の整備

地域の実情に応じたがん教育の実施
全国でのがん教育の実施状況調査の結果を踏まえ、新
学習指導要領及びそれぞれの地域の実情に応じた、がん
教育の取組を支援する。

拡充 継続
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民間調査研究機関等

背景

健康診断情報の電子化推進に係る学校保健調査研究事業

現状と課題

児童生徒等の健康診断情報の電子化の推進による学校保健の充実
政府の推進するＰＨＲに対応するための電子化体制の整備

政府全体として、学校健診を含む健診情報の電子化促進及びＰＨＲの推進に
係る今後の必要な工程の検討を方針に掲げている。

児童生徒の学校健康診断の情報については、 都道府県・指定都市・中核市が
設置する学校のうち、現在約６割の学校で電子化されている状況。ＰＨＲ実現
のためには、今後、学校ＩＣＴ整備に合わせて、保健情報の電子化も進めていく
ことが必要。

電子化の促進に当たり、ＰＨＲの実現を見据え、学校健診情報の電
子的記録様式の標準化などの技術的課題を解決していくことが必要。

骨太の方針2019（令和元年６月21日閣議決定）
生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用
を進めるため、マイナポータルを活用するＰＨＲとの関係も含めて対応を整理し、健
診・検診情報を2022年度を目途に標準化された形でデジタル化し蓄積する方策をも
含め、2020年夏までに工程化する。

成長戦略フォローアップ（令和元年６月21日閣議決定）
乳幼児期・学童期の健診・予防接種などの健康情報を一元的に活用し、必要に応
じて受診につなげたり、医療の現場での正確なコミュニケーションに役立てたりする仕組
みの構築に向け、検討を進める。（中略）また、学校健診についても、健診データの
電子化を促進するとともに、政府全体のＰＨＲ推進に係る議論と並行して今後の必
要な工程を検討し、2020年夏までに結論を得る。

ガイドライン作成委員会

※1団体

政府の方針

文部科学省

委 託

学校における健診情報データの効果的な利活用方策及びＰＨＲに対応できるよ
うなシステム上の手引き等を内容とするガイドラインを策定・教育委員会等に周知

ガイドラインの策定・周知

令和２年度予算額（案） 14百万円
(新規)

ＰＨＲ（Personal Health Record）

乳幼児健診

生活習慣の改善や健康増進につなげるため、個人の健康診断結果や服薬
履歴等の健康情報を電子記録として本人や家族が把握する仕組み。
一部は2020年度からマイナポータルを通じて個人へデータ提供。

乳幼児健診 学校健診 事業主健診 特定健診

事業概要

システム等検討委員会
ＰＨＲ対応にあたっての技術的な
課題や個人情報の取扱い等を検討

利活用法検討委員会
学校健診情報の効果的な
利活用方策を検討

委員会全体の審議、ガイドライン取りまとめ

実態と課題の把握
●学校健診情報の電子化状況調査
●先進事例の現地調査等の実施 等
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背景 課題

事業概要
学校給食を通して、食品ロスの削減、地産地消の推進、伝統的な食文化の継承といった課題の解決に資することを目的とした事業を実施する。
また、栄養教諭を中核として家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深めることにより、子供の食
に関する自己管理能力の育成を目指す。

目標とする
成果

MENU 2：つながる食育推進事業

(内容)
○ 望ましい食生活への理解促進を目的とした親子による体験活動等の
実施など、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を行う。
○ 学校において、家庭、大学、地域、生産者等と連携した食育を教科
等横断的な視点をもって推進し、栄養教諭を中核とした全校体制による
指導・評価方法を開発し実践する。
○ 新規採用や任用換えの栄養教諭を支援するため、栄養教諭間の連
携を強化する。また、学校における食育において中核的な役割を担って
いる栄養教諭及びその実践事例を校内及び地域における研修で活用
する。

（目的）
●食品の生産・加工・流通等の関係者と連携しつつ、学校給食で使用する
食品の調達方法や、大量調理を前提とした調理方法及び調理技術を新
たに開発するなど、学校給食の業務手順や実施方法等の仕組みを再構
築する。

MENU 1：社会的課題に対応するための
学校給食の活用事業

学校給食の現代的課題に関す
る調査研究

25百万円（24百万円）
（目的）
●学校給食の質の維持・向上
ための調査研究等を行う。

各地域において有効な手法を確立し、
継続して実施

食に関する正しい知識や望ましい
食習慣を身に付けた児童生徒の増加

社会状況の変化に伴い、子供たちの食の乱れや健康への影響が見られている。
国においては、学校等における食育の推進のため、学校、家庭、関係団体等が
連携・協働した取組とその周知、地場産物や国産食材の活用及び我が国の伝
統的な食文化についての理解を深める取組を推進すること等が求められている。

生産者や学校との連携を強化し、学校給食における地域の農林水産物の安
定的な生産・供給体制の構築等が必要である。また、学校における食育への取
組だけでは限界があることから、家庭を巻き込んだ取組等が求められる。

学校給食・食育総合推進事業 令和2年度予算額（案） 81百万円
（前年度予算額 107百万円)

（内容）
○ 学校給食の衛生管理等に関する調
査研究
各都道府県教育委員会の学校給
食の衛生管理に関する指導者に対し
て研修を実施するとともに、当該指導
者を学校給食施設に派遣して衛生
管理の改善指導を実施する。
また、衛生管理に関する学識経験
者による調査研究協力者会議を開
催し、衛生管理の改善に向けた方策
について検討を行う。

○ 学校給食栄養報告の調査
学校給食における栄養内容等の実
態を把握し、食育推進基本計画の目
標値に掲げられている学校給食におけ
る地場産物使用割合や国産食材の
使用割合に関する調査を実施する。

（内容）
○ 地産地消の推進
学校給食において地場産物が一層活用されるよう、食品の生産・加
工・流通等における新たな手法等を開発する。
○ 食品ロスの削減
学校給食を活用して、食品の生産・加工・流通等の各段階で発生す
る食品ロスの削減に貢献することができる体制の構築を目指す。
○ 伝統的食文化の継承
学校給食において伝統的食文化に根ざした献立の提供を促進するた
め、給食調理員の技能向上を図りつつ、給食調理場における調理方
法・技術を開発する。

効果的な取組の成果や栄養教諭の配置効果等について実証データを用いて分析・検証する。
効果検証

（目的）
●家庭を巻き込んだ取組を行うことで、児童生徒の食に関する自己管理能
力を育成する。
●栄養教諭の実践的な指導力の向上を目指す。

各地域の事業の成果を基に有効な取
組や手法を全国へ普及

委託事業 57百万円（83百万円）
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１２．少子化に対応した活力ある学校教育の推進

(前 年 度 予 算 額 2,462百万円）
令和２年度予算額（案） 2,410百万円

１．要 旨

現下の少子化・人口減少社会を踏まえ、地域の実情に応じて、少子化に対

応した活力ある学校教育を推進するため、学校統合を契機とした魅力ある学

校づくりや小規模校における教育環境の充実を図る。

２．内 容

（１）へき地児童生徒援助費等補助金

2,355百万円（2,332百万円）

・へき地教育振興法に基づき、離島や中山間地域に所在する学校の教育の振

興を図るため、地方公共団体が実施するスクールバス購入費や通学費支援

について補助を行う。

・学校統廃合に伴い遠距離通学となる児童生徒の通学条件を緩和するため、

地方公共団体が実施するスクールバス購入費や通学費支援について補助を

行う。

（２）高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究

55百万円（130百万円）

高等学校におけるPDCAサイクル構築に向けた「学びの基礎診断」の活用に

関する調査研究や、広域通信制高等学校における教育の質の確保のための調

査研究、定時制・通信制課程において特別な支援を要する生徒、外国人生徒、

経済的な困難を抱える生徒や非行・犯罪歴を有する生徒等の学習ニーズに応

じた指導方法等の調査研究を行う。

≪関連施策≫

・教職員定数の改善（子供が切磋琢磨できる学習環境の整備（統合校・小規模

校への支援）＋201人）

・学校施設整備（公立小中学校の統合校舎等の新増築事業、学校統合に伴う既

存施設の改修事業等）
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へき地児童生徒援助費等補助金 令和２年度予算額（案） 2,355百万円
(前年度予算額 2,332百万円)

Ⅰ 趣旨

交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島等に所在するへき地学校等の教育の振興を図るため、へき地教育振興法等に基づ いて所要の措
置を講じる。

Ⅱ 補助内容

ア 遠距離通学費 1,310百万円 （ 1,297百万円）
・ 学校統廃合に係る小・中学校及び義務教育学校の遠距離通学の児童生徒の通学に要する交通費を負担する市町村の事業に対する補助
・ ２以上の小学校及び１以上の中学校を含む学校群において、必要に応じて、学校間の移動に必要なスクールバスの運行委託費を負担する都道府県及び市町村
の事業に対する補助
・ 激甚災害による校舎の破損等により、通学が困難となった小・中学校及び義務教育学校の児童生徒の通学に要する交通費を負担する都道府県及び市町村の事
業に対する補助

イ 寄宿舎居住費 34百万円 （ 34百万円）
小・中学校及び義務教育学校に設置する寄宿舎に入居しているへき地学校等の児童生徒の保護者が負担することとなる寄宿舎居住に要する経費を免除する都道
府県及び市町村の事業に対する補助
ウ 高度へき地修学旅行費 119百万円 （ 118百万円）
高度へき地学校（３級～５級）の児童生徒に係る小・中学校及び義務教育学校の修学旅行に要する経費のうち、交通費、宿泊費を負担する都道府県及び市町村
に対する補助

高校未設置離島の高校生を対象に、教育費負担が重くなっている通学費、居住費に要する経費を支援する都道府県及び市町村に対する補助

へき地、学校統合、過疎地域等の小・中学校及び義務教育学校の児童生徒の通学条件の緩和を図るために都道府県及び市町村がスクールバス・ボート等を購入す
る事業に対する補助

（１） スクールバス・ボート等購入費 ６０８百万円（６０２百万円）

（２） 遠距離通学費等 １，４６３百万円（１，４４９百万円）

（４） 離島高校生修学支援事業 ２３８百万円（２３６百万円）

へき地学校における児童生徒の健康管理の適正な実施を図るため、地方公共団体が健康診断等や学校環境衛生の維持改善等のための必要な検査を行うための
医師、歯科医師及び薬剤師の派遣や心電図検診の実施を円滑に行うために必要な経費に対する補助

（３） 保健管理費 ４５百万円（４５百万円）

１／２ （高度へき地修学旅行費で過去３ヵ年の財政力指数0.4未満の市町村は２／３、保健管理費の心電図検診の実施に必要な経費については１／３）

Ⅲ 補助率

Ⅳ 補助事業者

都道府県・市町村
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多様性への対応に関する調査研究

◆定時制・通信制課程における新学習指導
要領への対応に関する実証研究
定時制・通信制課程の特性を活かした効
果的な学習プログラムのモデルを構築し
普及を図る。

◆定時制・通信制課程における多様な学習
ニーズに応じた指導方法等の確立・普及
定時制・通信制課程において、特別な支
援を要する生徒、外国人生徒、経済的な
困難を抱える生徒や非行・犯罪歴を有する
生徒等の学習ニーズに応じた指導方法等
を確立し、普及を図る。

高等学校の魅力化と教育の質の確保に向けた調査研究

◆「高校生のための学びの基礎診断」測定ツールの難易度等に関する調査研究
「高校生のための学びの基礎診断」は、民間事業者により出題内容や難易度
等が様々であるため、民間事業者間の測定ツールの難易度等に関する調査研
究を行う。

◆新学習指導要領への対応を踏まえた対象教科・科目等の在り方に関する調査
研究
「高校生のための学びの基礎診断」の対象教科である国語・数学・英語以外の
共通必履修科目等の取扱いについて検討するための調査研究を行う。

◆高等学校教育魅力化プラットフォームの運営・充実
高等学校が取り組む改革事例の収集・分析を行い、教育改革の取組事例の
普及を図る。

高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究
令和2年度予算額（案） 55百万円
（前年度予算額 130百万円）

高等学校における教育の質の確保・多様性への対応のための調査研究

◆広域通信制高等学校の管理運営等に関する点検調査の実施

◆広域通信制高等学校における管理運営や教育指導に関する評価等の在り方や教員研修の在り方に関する実証研究を実施

高等学校においては、生徒の基礎学力の確実な習得と学習意欲の喚起を図ること、定時制・通信制課程における生徒
等の多様な学習ニーズ等に対応すること、広域通信制高校の適切な運営と教育の質の確保が求められていることから、
実証研究により、高等学校における教育の質の確保並びに多様性への対応の充実を図る。

広域通信制高等学校における教育の質の確保のための調査研究
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13．切れ目ない支援体制構築に向けた特別支援教育の充実

(前 年 度 予 算 額 2,501百万円）

令和2年度予算額（案） 2,546百万円

１．要 旨

障害のある児童生徒等の自立と社会参加の加速化に向けた取組の充実を

図り、障害のある児童生徒等が十分な教育を受けられる環境を構築する。

２．内 容

（１） 1,919百万円（1,796百万円）切れ目ない支援体制整備充実事業

・特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目なく支援を受けら

れるよう体制の整備を行う自治体等のスタートアップを支援する。

個別の教育支援計画等の活用、連携支援コーディネーター配置 など

・医療的ケアのための看護師配置 1,800人⇒2,100人 等

（２）学校における医療的ケア実施体制構築事業 29百万円（ 59百万円）

学校における人工呼吸器の管理等が必要な幼児児童生徒の受入体制の在り方

や、教育委員会等による看護師に対する研修の企画・実施の在り方等を調査研

究する。

・学校における医療的ケア実施体制構築 9箇所

・学校における医療的ケアに関する研修機会の提供 1団体

（３）発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業等

150百万円（ 213百万円）

・経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業（新規）

通常の学級や通級による指導において、新任担当あるいは経験の浅い担当教

、 。員を支援するため 研修体制やサポート体制の構築等に関する調査研究を行う

8箇所

（ ）・特別支援教育担当教員の資質向上に向けた人材育成プロジェクト 新規

【国立特別支援教育総合研究所運営費交付金の内数】

発達障害に係る教員等の専門性向上を図るため、教育と福祉の関係者が協働

した教員研修の検討・実践等を行う。

※上記のほか、新たに、発達障害の可能性のある児童生徒の実態把握に係る調査

のあり方を検討するための協力者会議を設置。
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（４）学校と福祉機関の連携支援事業 8百万円（ 10百万円）

障害のある子供に対する、一貫した支援の提供に資するため、学校と障害児

通所支援事業所の効率的かつ効果的な連携の在り方について調査研究を行う。

3箇所

（ ）難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携推進５

21百万円( 新 規 )

・保健、医療、福祉と連携した聴覚障害のある乳幼児に対する教育相談充実事業

聴覚障害児の早期支援を促進するため、特別支援学校（聴覚障害）における

保健、医療、福祉など、厚生労働行政と連携した教育相談の実施体制構築に係

る実践研究を行う。 7箇所

・難聴児の切れ目ない支援体制構築事業

【国立特別支援教育総合研究所運営費交付金の内数】

、医療・療育・教育関係者を対象とした難聴児の早期支援に係る研修を開催し

担当者の専門性向上を通じた難聴児への支援体制構築を図る。

（６）学習指導要領等の趣旨徹底等及び学習・指導方法の改善・充実

154百万円( 139百万円)

、教科書等の作成や新学習指導要領の周知・徹底等を着実に実施するとともに

農福連携や知的障害の児童生徒へのプログラミング教育など、障害の状態等に

応じた教育課程の編成や指導方法に関する政策的な課題に係る先導的な実践研

究等を行う。 22箇所

特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業（７）

35百万円（ 45百万円)

特別支援教育を担当する教員の専門性の向上を図るため、特別支援学校教諭

免許状等取得に資する取組や特別支援学校教員等に対する専門的な研修を実施

する。

・特別支援教育に関する教員等の養成講習及び資質向上研修等の実施 等

20箇所

高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業（８）

21百万円（ 26百万円)

高等学校段階の入院生徒等に対し、個々の状況に応じた教育機会の確保や復

学支援を行う体制の構築方法に関する調査研究を実施する。

5箇所
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（９）教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進

プロジェクト 207百万円( 210百万円)

発達障害や視覚障害等のある児童生徒が十分な教育を受けられる環境を整備

するため、教科書デジタルデータを活用した音声教材等に関する効率的な製作

方法や高等学校等における拡大教科書の普及促進、教材の活用に関するアセス

メント等について実践的な調査研究等を実施する。 6箇所

等

※上記のほか、特別支援学校及び特別支援学級等に就学する障害のある児童生徒等

の保護者の経済的負担を軽減するため、通学費、学用品費等の就学に必要な経費を

援助する「特別支援教育就学奨励費負担等」12,397百万円（12,164百万円）

〔補助率1/2〕

≪関連施策≫

・通級による指導担当教員の基礎定数化による教職員定数の改善を着実に実施

特別支援学校の新増築及び既存施設の改修による教室不足解消〔補助率１／２（原則 、・ ）〕

バリアフリー対策〔補助率１／３（原則〕への国庫補助）
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切れ目ない支援体制構築に向けた特別支援教育の充実 令和2年度予算額（案）2,546百万円
(前年度予算額 2,501百万円)

○切れ目ない支援体制整備充実事業 1,919百万円 （1,796百万円）（拡充）
〔補助率１／３〕

◆特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加まで切れ目ない
支援体制整備
自治体等が体制を整備するに当たって必要となる経費の一部を３年を限りとして
補助する。（①連携体制の整備、②個別の教育支援計画等の活用、③連携支援
コーディネーターの配置、④普及啓発）

◆医療的ケアが必要な幼児児童生徒のための看護師配置（拡充）
1,800人⇒2,100人（＋300人）

○学校における医療的ケア実施体制構築事業 29百万円（59百万円）
人工呼吸器の管理等が必要な児童生徒等の受入体制の在り方等を調査研究
するとともに、新たに教育委員会による看護師等に対する研修をより充実させる
ための取組を実施する。

○発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業等
150百万円 （213百万円）

◆経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業（新規）
通常の学級や通級による指導において、新任担当あるいは経験の浅い担当教員
を支援するため、研修体制やサポート体制の構築等に関する調査研究を行う。

◆特別支援教育担当教員の資質向上に向けた人材育成プロジェクト（新規）
【国立特別支援教育総合研究所運営費交付金の内数】

発達障害に係る教員等の専門性向上を図るため、教育と福祉の関係者が協働
した教員研修の検討・実践等を行う。

※上記のほか、新たに、発達障害の可能性のある児童生徒の実態把握に係る
調査の在り方を検討するための協力者会議を設置する。

○学校と福祉機関の連携支援事業 8百万円（10百万円）
障害のある子供に対する、一貫した支援の提供に資するため、学校と障害児通
所支援事業所の効率的かつ効果的な連携の在り方について調査研究を行う。

○特別支援教育就学奨励費負担等 12,397百万円（12,164百万円）〔補助率１／２〕
○国立特別支援教育総合研究所運営費交付金 1,103百万円（ 1,043百万円）
○特別支援教育の充実の観点から、通級による指導担当教員の基礎定数化による教職員定数の改善を着実に実施
○特別支援学校の新増築及び既存施設の改修による教室不足解消 〔補助率１／２（原則）〕 、バリアフリー対策 〔補助率１／３等〕 への国庫補助

（上記以外の施策：就学支援・教職員定数の改善・学校施設整備）

○難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携推進 21百万円（新規）
◆保健、医療、福祉と連携した聴覚障害のある乳幼児に対する教育相談充実事業
聴覚障害児の早期支援を促進するため、特別支援学校（聴覚障害）における
保健、医療、福祉など、厚生労働行政と連携した教育相談の実施体制構築に係る
実践研究を行う。

◆難聴児の切れ目ない支援体制構築事業
【国立特別支援教育総合研究所運営費交付金の内数】

医療・療育・教育関係者を対象とした難聴児の早期支援に係る研修を開催し、
担当者の専門性向上を通じた難聴児への支援体制構築を図る。

○学習指導要領等の趣旨徹底等及び学習・指導方法の改善・充実
154百万円 (139百万円)（拡充）

教科書等の作成や新学習指導要領の周知・徹底等を着実に実施するとともに、
農福連携や知的障害の児童生徒へのプログラミング教育など、障害の状態等に
応じた教育課程の編成や指導方法に関する政策的な課題に係る先導的な実践
研究等を行う。

○特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業 35百万円 （45百万円）
特別支援教育を担当する教員の専門性の向上を図るため、特別支援学校教諭
免許状等取得に資する取組や特別支援学校教員等に対する専門的な研修を実施
する。

○高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業
21百万円（26百万円）

高等学校段階の入院生徒等に対する、教育保障体制の整備について調査研究
を実施する。

○教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進
プロジェクト 207百万円 (210百万円)
発達障害や視覚障害等のある児童生徒が十分な教育を受けられる環境を整備
するため、教科書デジタルデータを活用した音声教材等に関する効率的な製作方
法や高等学校等における拡大教科書の普及促進、教材の活用に関するアセスメ
ント等についての実践的な調査研究等を実施する。

等
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切れ目ない支援体制整備充実事業 令和２年度予算額（案） 1,919百万円
(前年度予算額 1,796百万円)

背景 課題
〇 インクルーシブ教育システムを構築する上では、医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要である。このためには、関係行政機関等の
相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークが形成されることが有効であり、既に各都道府県レベルでは、県全域を見通した「広域
特別支援連携協議会」が設けられるとともに、「障害保健福祉圏域」や教育事務所単位での支援地域の設定などが行われている。それら支援地域内の有機
的なネットワークを十分機能させるためには、保護者支援を行うこと、連絡協議会を設置すること、個別の教育支援計画を相互に連携して作成・活用するこ
とが重要である。

○ インクルーシブ教育システムの構築に当たり、障害のある子どもの地域における生活を支援する観点から、地域における社会福祉施策や障害者雇用施策と特
別支援教育との一層の連携強化に取り組む必要がある。また、卒業後の就労・自立・社会参加も含めた共生社会の構築を考える必要がある。

Ⅰ 特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、
社会参加までの切れ目ない支援体制整備

Ⅱ 看護師、外部専門家の配置

１．連携体制を整備
教育委員会・学校と福祉部局や関係機関の連携体制を整備
⇒ 組織検討委員会(仮称)を設置したり、先進地を視察するなど
２．個別の教育支援計画等の活用
就学・進級・進学・就労に、個別の教育支援計画等が有効に活用される仕組づくり
⇒ 個別の教育支援計画等を引き継がれるネットワークシステムの構築など
３．連携支援コーディネーターの配置
教育委員会・学校と福祉部局や関係機関の連携を促進
⇒ 早期支援、発達障害支援、学校・病院連携、合理的配慮、就労支援
４．普及啓発
市民や他の自治体への普及啓発

② 外部専門家（348人）
特別支援学校における自立活動の充実を図るため、個別の指導計
画の作成や実際の指導に当たって、障害の状態等に応じて必要となる、
専門の医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家と
の連携協力を支援

特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目なく支
援を受けられる体制の整備を行う自治体等のスタートアップ※１を支援

（補助率）国：1/3 都道府県・市町村・特別支援学校等を設置する学校法人：2/3

【参考】特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部・高等部学習指導要領
第７章 自立活動
第３ 個別の指導計画の作成と内容の取扱い
児童又は生徒の障害の状態等により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の

指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。

① 医療的ケアのための看護師（1,800人→2,100人）【拡充】
学校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため、自治体等に
よる看護師配置※２を支援
【参考】学校における医療的ケアの今後の対応について（初等中等教育局長通知）
学校で医療的ケアを行う場合には、教育委員会において、看護師等を十分確保し、継続し

て安定的に勤務できる体制を整備するとともに、各学校に医療的ケア児の状態に応じた看護
師等の適切な配置を行うこと。

※１ 当該補助事業については交付初年度から３年を限りとする。
※２ 校外学習や登下校時の送迎車両に同乗する看護師の配置を含む。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会
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２．発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業
33百万円

1．経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業
52百万円

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業 令和２年度予算額（案） 130百万円
（前年度予算額 213百万円)

趣 旨背景 発達障害を含む障害のある児童生徒に対する支援は、全ての学校・学級に求められており、特に、発達障害の可能性のある児童生徒について、通級による指
導や通常の学級における指導方法の工夫や配慮の提供による支援の充実が求められている。
※発達障害者支援法の一部改正法、障害者差別解消法（H28施行）において、発達障害児に対して、可能な限り発達障害でない児童と共に教育を受けられる配慮を
すること、また、合理的配慮を提供することが求められている。

学習上のつまずきなど特定の困難を示す児童生徒に対する支援として、通常の
学級における教科指導方法等の研究及び、教員養成課程における教科指導
の教授法の開発を行う。 【教育委員会、大学、学校法人 ７箇所】

４．発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮
研究事業 28百万円

学校において児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮の在り方について研
究事業を行う。 【教育委員会、大学、学校法人 １０箇所】

●児童生徒本人や保護者からの合理的配慮の意思の表明に対する学校・教育委員
会の教職員の合理的配慮の提供に関する研究 など

高校入試における配慮の在り方
例）読み書きに困難を抱える生徒に
ついて、時間を延長しての実施、
問題文を読み上げる対応 など

通常の学級や通級による指導において、新任担当あるいは経験の浅い担当教
員を支援するための体制構築等に関する研究 【教育委員会 8箇所】

●研修体制の構築（育成指標への関連づけ、
教員養成課程のある大学との連携）
●サポート体制の構築（相談窓口の設置・明確
化、指導的立場の教員の養成、指導・助言の
仕組みの構築）
●実践に即した教員養成課程における教授法の
検討 など

３．高等学校における発達障害に関する通級による指導の研究事業
13百万円

高等学校における発達障害に係る通級による指導の充実を図るため、教育委
員会における教員向けの研修体制を構築するとともに、指導方法及び通常の
学級担任や関係機関との連携の在り方等について研究を行う。

【教育委員会 4地域】医療等関係機関

通常の学級
担任

通級による
指導担当

大学や福祉・医療
等関係機関とも連
携した支援

？
・聞くこと、読むこ
とが苦手。
・気が散りやすい。

・言葉、文章の意味の
理解が難しい。
・集団の中での指示や
注意が入りづらい。

・文節ごとのスラッシュや挿絵
を用いて視覚情報を追加。
・注目する箇所を拡大、
色分けする。
・ペア学習を取り入れる。

新規

教科教育スーパーバイザーによる指導・助言

(例) 【教科指導におけるつまずくポイント】 【指導方法の工夫】

？

・連携した個別の指導計画の作成・活用
・通級による指導方法の研究、通常の学
級における指導への引継ぎ
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■ 発達障害に係る教育と福祉が協働した教員
研修（試行プラン）の検討・実践

発達障害を含む障害のある児童生徒に対する支援は、全て
の学校・学級に求められており、特別支援教育に係る教員の
専門性の向上が課題となっている。

また、障害のある児童生徒への支援にあっては、行政分野
を超えた連携が不可欠である。（※H30.3 「家庭と教育と福祉
の連携「トライアングル」プロジェクト」報告）

背景・説明

■ 令和元年度に作成予定の「発達障害に係る教員等の専門性向上の
研修プログラム」（仮称）を参考として、地方自治体において教
育と福祉が協働した教員研修（試行プラン）を検討・実践する。
（※委託）

■ 委託の成果を踏まえ、体系的な研修のモデルプランを提案する。

目的・目標

地方自治体（協力地域６箇所）

協力・支援

■ 教育と福祉が連携・協働した体系的な研修モデルプランの提案

■教育と福祉が連携・協働した支援人材
育成の体系的な研修モデル案の検討 等

○ 教育と福祉の関係者が協働する研修実践
の在り方の検討

○ 地方自治体における研修の支援
○ 都道府県等の指導主事等を対象とした普

及セミナーの実施

取組内容

成果、事業を実施して、
期待される効果

教育と福祉が連携・協働した体系的な研修が実施されることにより、教員及び福祉支援の職員の専門
性が向上し、児童生徒に対する支援の充実につながる。

特別支援教育担当教員の資質向上に向けた人材育成プロジェクト

家 庭

連携・協働
福祉部局教育委員会

支援/連携 支援/連携

■ 成果報告（試行プラン）のまとめ

国立特別支援教育総合研究所

令和2年度予算額（案）
国立特別支援教育総合研究所運営費交付金 1,103百万円の内数
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聴覚障害児には早期からの支援が必要であるが、現状は身近な地域での就学前の療育の場が少なく、また地域格差も見られる。
現在も聴覚障害を対象とする特別支援学校においては、地域の聴覚障害児やその保護者に対して教育相談を行っているが、保健、
医療、福祉など厚生労働行政と連携して最新の知見を得るとともに、学校内の教育相談に係る体制を強化することにより、さらに
充実することが求められている。

背景説明

保健、医療、福祉と連携した
聴覚障害のある乳幼児に対する教育相談充実事業 (新規)

令和２年度予算額（案） 19百万円

聴覚障害のある乳幼児
保護者

教育相談

スーパーバイズ
巡回支援
情報提供

児童発達支援センター

乳幼児教育相談マネージャー

言語聴覚士等

特別支援学校（聴覚障害）

○特別支援学校（聴覚障害）における乳幼児教育相談の拡充 （都道府県 ７箇所）
・保健、医療、福祉機関など、厚生労働行政との連携により得られた最新の知見に基づく教育相談の実践
・教育相談を行うための学校内の体制強化（乳幼児教育相談マネージャーの配置）
○乳幼児教育相談に係るモデルの普及（国）

事業内容

聴覚障害に係る教育相談の実践の蓄積、乳幼児教育相談マネージャーを活用した聴覚障害に係る教育相談の実施体制の構築を行うと
ともに、この成果を全国に普及させることにより、乳幼児期の聴覚障害に係る教育相談を充実させ、地域格差の縮小を図る。

期待される効果

関係機関
派遣

中核機能

拠点病院

母子保健

福祉部局

協議会

当事者団体

連絡調整
情報提供
の窓口

教師
言語聴覚士等

※乳幼児教育相談マネージャー
・保健、医療、福祉機関との連携に係る連絡・調整
・聴覚障害のある乳幼児や保護者への教育相談や
関係機関へのスーパーバイズ、巡回支援、情報
提供に係る連絡・調整

対応方針の協議
最新の知見の共有

教育委員会

児童相談所

子育て支援

医師会・
その他関係団体

93



難聴の早期発見・早期教育（療育）開始が、その後の子どもの発達に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、特別支援学校（聴覚障害）
（以下、「聾学校」）に設置された乳幼児教育相談が、各地域において効果的に機能するよう、保健・医療・福祉及び教育の連携促進や、
乳幼児教育相談担当者の専門性向上を目的とした全国研修会を開催することにより、我が国における難聴児の乳幼児期から学齢期
までの切れ目ない支援体制を構築する。

研修パッケージの作成

研究所の研究成果を踏まえ、乳幼児教育相談が効果的に機能するための研修パッケージを作成する。
①乳幼児教育相談担当者の役割 ②管理職の役割
③関係機関との連携 ④地域における支援体制の構築（キーパーソンの育成等）

「難聴児の切れ目ない支援体制構築研修会」（全国研修会）の開催

①事業趣旨説明及び研究成果報告 ②乳幼児教育相談担当者及び管理職の役割
③先進地域の取組例紹介 ③切れ目ない支援体制構築に向けて（地域別協議）

関係者会議の開催
全国研修会で得られた情報や地域の状況についての情報共有を行い、成果や課題を踏まえつつ研修パッケージ
の更新を行う。（次年度に向け、事業の改善充実を図る。）

全国の乳幼児教育相談担当教員、聾学校管理職のみならず、保健・医療・福祉関係者等にも参加を呼びかけ。

難聴児の切れ目ない支援体制構築事業

背景・目的

取組内容

成果、事業を実施して
期待される効果

・研修会を実施していくことで、各聾学校における乳幼児教育相談の機能充実が図られる。
・研修パッケージを整理することにより、担当者の専門性向上や地域のネットワーク形成が促進される。

令和2年度予算額（案）
国立特別支援教育総合研究所運営費交付金 1,103百万円の内数
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近年、特別支援学校に在籍する子供たちの数が増加傾向にあるとともに、重複障害者の割合も増加傾向にあり、例えば、他の
障害に自閉症を併せ有する者や視覚と聴覚の障害を併せ有する者など、多様な障害の種類や状態等に応じた指導がより強く求め
られるようになっている。
新学習指導要領等においては、幼稚園、小・中・高等学校と同様に「社会に開かれた教育課程」や「主体的・対話的で深い学

び」の実現（「アクティブ・ラーニング」の視点）など共通の方向性や、特別支援学校における教育課程編成や指導方法の改
善・充実についての方向性が示されていることから、新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施に向けて、教育課程編成や指
導方法の工夫改善についての先導的な実践研究を行い、特別支援教育の質の向上を図る。

新学習指導要領の実施にあわせ、我が国の実態や諸外国の状況の調査分析等を実施するとともに、児童生徒を対象とした先導
的な授業の開発と実践を行う。

（１）新学習指導要領に向けた実践研究
新特別支援学校学習指導要領等の内容を円滑に実施するため、新特別支援学校学習指導要領等に沿った教育課程編成や

指導及び評価方法の工夫改善についての先導的な実践研究を行う。令和２年度は、平成30年度に採択した課題について、
最終年度となることから、実践研究の成果の調査分析や普及を実施する。

（２）政策課題対応型調査研究
新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施や特別支援教育の推進において、政策上の課題となっている事項について、

諸外国の状況や我が国の実態について調査・分析を行い、その成果を政策立案や（３）政策課題対応型先導研究に活用する。
【課題例】
・聴覚障害児に対する外国語の指導法 ・盲聾児に対する特別支援教育 等

（３）政策課題対応型先導研究
新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施や特別支援教育の推進において、政策上の課題となっている事項について、

教育課程や評価方法を開発し、それらを実証・評価することで、先導的なモデルの構築を目指す。
【課題例】
・農福連携 ・読書活動 ・特別支援学校小学部（知的障害）のプログラミング教育、外国語活動 等

２ 内容

１ 趣旨

研究仮説、実施方法等を検討学習指導要領や教育課程等 研究成果を全国へ展開実際の授業で実証・評価

特別支援教育に関する実践研究充実事業 令和２年度予算額（案） 71百万円
(前年度予算額 49百万円 )
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１４．学校をプラットフォームとした総合的な子供の貧困

対策の推進

(前 年 度 予 算 額 2,521百万円）

令和２年度予算額（案） 2,487百万円

１．要 旨

家庭の経済状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供が質の

高い教育を受け、能力・可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦でき

るようにすることは、一人一人の豊かな人生の実現に加え、今後の我が国

の成長・発展にもつながるものである。

「子供の貧困対策に関する大綱」を踏まえ、学校を子供の貧困対策のプ

ラットフォームと位置付け、総合的な子供の貧困対策を推進するとともに、

教育の機会均等を保障するため、教育費負担の軽減を実施する。

２．内 容

（１）教育相談の充実

○スクールソーシャルワーカーの配置充実【再掲】

1,806百万円（1,722百万円）

〔補助率１／３〕〔補助事業者：都道府県、政令指定都市、中核市〕

・スクールソーシャルワーカーの全中学校区への配置（10,000中学校区）

・いじめ・不登校対策のための重点配置（500校）

・貧困対策のための重点配置（1,400校）

・虐待対策のための重点配置（1,000校）

・教育支援センターの機能強化（250箇所）

・スーパーバイザーの配置（67人） 等

（２）高校生等の就職・就学支援等

○高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究【再掲】

55百万円(130百万円)

〔委託費〕〔委託事業者：都道府県、学校法人、民間企業等〕

高等学校におけるPDCAサイクル構築に向けた「学びの基礎診断」の活

用に関する調査研究や、広域通信制高等学校における教育の質の確保の

ための調査研究、定時制・通信制課程において特別な支援を要する生徒、

外国人生徒、経済的な困難を抱える生徒や非行・犯罪歴を有する生徒等

の学習ニーズに応じた指導方法等の調査研究を行う。
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（３）要保護児童生徒援助費補助 626百万円（669百万円）

〔補助率１／２〕〔補助事業者：都道府県・市町村〕

要保護児童生徒の保護者に対して学用品費、修学旅行費、学校給食費

等の就学援助を実施。中学校の「新入学児童生徒学用品費等」の予算単

価の引き上げなど、国庫補助の拡充を図るとともに、就学援助の着実な

取組を支援する。

※上記のほか、被災児童生徒就学支援等事業（大規模災害対応分）を実施

911百万円（594百万円）

〔補助率２／３〕〔補助事業者：都道府県〕

熊本地震などの大規模災害で被災し、経済的に就学が困難な幼児児童

生徒の就学機会を確保するため、小中学生に対する学用品費等の援助、

高校生に対する奨学金支給、特別支援学校等に在籍する児童生徒等への

就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学校の授業料減免などを実施す

る。

≪関連施策≫

・教職員定数の改善（貧困等に起因する学力課題の解消＋50人）

・高等学校等就学支援金交付金等

・高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）

・特別支援教育就学奨励費負担等

（参考：復興特別会計）

◇被災児童生徒就学支援等事業 3,020百万円（4,382百万円）

〔補助事業者：都道府県〕

東日本大震災で被災し、経済的に就学が困難な幼児児童生徒の就学機

会を確保するため、小中学生に対する学用品費等の援助、高校生に対す

る奨学金支給、特別支援学校等に在籍する児童生徒等への就学奨励、私

立学校及び専修学校・各種学校の授業料減免などを実施する。
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